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１．「意匠」とは何か。次の文章の　　　内に、適切な語句を入れなさい（同じ番号には同じ語句が入る）。
意匠法第2条第１項では、意匠とは、『① 　　　　　 （① 　　　　　 の部分を含む）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、② 　　　　　 を通じて ③ 　　　　　 を起こさせるもの』をいう。
意匠法はデザイン保護法といわれているが、デザインのうち ① 　　　　　 の形態に係るものだけが意匠法の保護対象である（量産できないもの、不動産、純粋美術は対象外）
2．意匠権を取得するための要件としては、以下のものがある。　　　内に、適切な語句を入れなさい。
　意匠法上の意匠であること。
＜1＞ ① 　　　　　　　上利用できること（量産可能なものであること）。
＜2＞ 全く新しい意匠であること（② 　　　　　　　があること）。
＜3＞ 意匠の属する分野における通常の知識を有する者（その物品分野のデザインに携わる平均的なデザイナー）が容易に創作できた意匠でないこと（③ 　　　　　　　があること）。
＜4＞ 意匠登録を受けることができない意匠でないこと（不登録事由）。
すなわち、a）公序良俗を害するおそれがある意匠でないこと。
　　　　　b）他人の業務に係る③ 　　　　　　　と混同を生ずるおそれのある意匠でないこと。
　　　　　C）物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠でないこと。
【知的財産権論】実践編レポート⑦
	名前
	
	学籍番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研究科
	
	コース
	


１．具体的な商品（意匠の場合、正確には「物品」）について、そこで使われている登録意匠を報告して下さい。登録意匠の調査は「j-platpat」を利用して、会社名あるいは物品名を使うと便利です。例えば、ｉｐｈｏｎｅとそこで使われている操作画面の登録意匠についての報告でもかまいません。
